
 

 

 

【介護保険制度以外の高齢者福祉サービス】 

 

（１）高齢者障害者等外出支援サービス（外出支援サービス） 

（２）生活管理指導員派遣（訪問介護） 

（３）生活管理指導短期宿泊（短期入所） 

（４）食の自立支援（配食サービス） 

（５）あんしん電話（緊急通報システム） 

（６）家族介護慰労金支給                         

（７）家族介護用品支給（おむつ等の支給） 

（８）福祉の雪事業 

（９）北秋田市高齢者世帯等エアコン設置支援事業 

（１０）北秋田市高齢者補聴器購入支援事業 

（１１）施設サービスについて 

（１２）その他の事業                     

 

  

 

【介護保険制度での高齢者福祉サービス】                                

（１） 徘徊高齢者等見守りシール（おでかけ安心シール） 

 

 

 

 

問

合 

せ

先 

北秋田市健康福祉部  

高 齢 福 祉 課    高齢福祉係 ６２－６６３９ 

合川総合窓口センター 市民生活係 ７８－２１１２ 

森吉総合窓口センター 市民生活係 ７２－３１１５ 

阿仁総合窓口センター 市民生活係 ８２－２１１２ 

（令和７年４月１日現在） 
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（1）高齢者障害者等外出支援サービス 

  おおむね６５歳以上の方で、歩行が困難でストレッチャーや車いすが

常時必要な高齢者や障がい者（児）等で、公共の交通機関の利用が困難

な状態の方の通院・外出等の送迎を支援します。 
 
【利用範囲】  ・病院への通院 

・買い物、墓参り、地域行事、冠婚葬祭、 

理・美容院、選挙、各種届出用務等 

【利用対象外】 ・けが等での一時的な入退院のための利用 

・医師から歩行が困難で日常車椅子等が必要との診断が 

なされていない状況時の利用 

 
外出支援サービス 利用者負担金（R6.4.1～）         （片道料金） 

距 離 負担金 距 離 負担金 

０㎞以上～２㎞未満 400 円 50 ㎞以上～55 ㎞未満 3,100 円 

２㎞以上～４㎞未満 500 円 55 ㎞以上～60 ㎞未満 3,350 円 

４㎞以上～６㎞未満 600 円 60 ㎞以上～65 ㎞未満 3,600 円 

６㎞以上～10 ㎞未満 800 円 65 ㎞以上～70 ㎞未満 3,850 円 

10 ㎞以上～15 ㎞未満 1,000 円 70 ㎞以上～75 ㎞未満 4,100 円 

15 ㎞以上～20 ㎞未満 1,300 円 75 ㎞以上～80 ㎞未満 4,350 円 

20 ㎞以上～25 ㎞未満 1,600 円 80 ㎞以上～85 ㎞未満 4,600 円 

25 ㎞以上～30 ㎞未満 1,850 円 85 ㎞以上～90 ㎞未満 4,850 円 

30 ㎞以上～35 ㎞未満 2,100 円 90 ㎞以上～95 ㎞未満 5,100 円 

35 ㎞以上～40 ㎞未満 2,350 円 95 ㎞以上～100 ㎞未満 5,350 円 

40 ㎞以上～45 ㎞未満 2,600 円 ※１００ｋｍ以上は、5,350 円に５ｋｍごとに
250 円を加算した額を負担金とします。 

45 ㎞以上～50 ㎞未満 2,850 円 

 

 

 

 

 

委託事業者 住 所 電話番号 

阿仁ふくし会   

特別養護老人ホーム山水荘 北秋田市阿仁水無字宮後４ ８２－３０２０ 

北秋田市社会福祉協議会   

ケアタウンたかのす 北秋田市脇神字南陣場岱 10 ６０－１２０３ 

あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野５－１ ７８－３１６６ 

養護老人ホームもろび苑 北秋田市阿仁幸屋渡字前野７－３ ８４―２４４４ 

手続き等について ・市役所高齢福祉課又は各総合窓口センター市民生活係に申請が 

          必要です。「外出支援サービス利用申請に伴う添付票」等を添付 

          していただきます。 

 

 

 

         ・介護支援専門員（ケアマネジャー）等にご相談ください。 



2 

 

(2) 生活管理指導員派遣（訪問介護） 

 

おおむね６０歳以上の要介護認定非該当者（自立と判断された方）で、社会

適応が困難なため、基本的生活習慣等の支援が必要な方が利用できます。 

ヘルパーを派遣し、家事に関することや、各種相談及び助言、外出時の

移動の介護などを行います。週１回１時間を原則とします。 

 

 

利用者負担額 

週１回 １時間  ３００円 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                 

 

 

 

 

 

 

委託事業者 住 所 電話番号 

北秋田市社会福祉協議会   

北秋田市社協ヘルパーステーション 北秋田市脇神字南陣場岱 10 ６３－２４６５ 

手続き等について ・市役所高齢福祉課又は各総合窓口センター市民生活係に申請が 

必要です。 
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(3) 生活管理指導短期宿泊（短期入所） 

 

おおむね６０歳以上の要介護認定非該当者（自立と判断された方）で、社会

適応が困難なため、基本的生活習慣等の支援を必要とする方、又は重度の

身体上の障がいにより日常生活に著しく支障がある方に、短期間の宿泊に

よる生活習慣の指導および体調管理を行います。 

原則として１カ月７日以内を限度とします。 

 

利用者負担額 

１日 ２，０００円 

ただし、利用が８日から 30 日以内の場合１日 3,000 円、30 日を超える場合１日 4,000円。

その他、食事代がかかります。 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

委託事業者 住 所 電話番号 

秋田県民生協会   

特別養護老人ホーム永楽苑 北秋田市上杉字金沢１６２－１ ７８－５１５１ 

北秋田市社会福祉協議会   

ケアタウンたかのす 北秋田市脇神字南陣場岱１０ ６０－１２０３ 

養護老人ホーム もろび苑 北秋田市阿仁幸屋渡字前野７－３ ８４―２４４４ 

手続き等について ・市役所高齢福祉課又は各総合窓口センター市民生活係に申請が 

必要です。 

         健康診断書の提出も必要です。 

 

 

 

 

 



4 

 

(4) 食の自立支援（配食サービス） 

  

おおむね６５歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯、もしくはこ

れに準ずる世帯に属する高齢者並びに障がい者で、心身の障がい・傷病等

の理由により調理が困難な方に食事を提供します。 

  

利用者負担額 利用可能食数 

１食 ４３０円 １日１食 

 

≪サービス内容≫ 

【たかのす福祉公社】  弁当方式（昼食または夕食） 

真空パック方式 （夕食）  特別食のみ対応 

※土日祝日は休み。昼食の弁当は鷹巣地区のみ対象です。 

※真空パック方式は流動食やお粥状等、特別食のみ対応します。 

※対応可能な区域に制限があります。 

【社会福祉協議会】   弁当方式 （夕食のみ） 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

委託事業者 住 所 電話番号 

たかのす福祉公社   

フードセンターたかのす 北秋田市脇神字南陣場岱２６ ６２－５２０７ 

北秋田市社会福祉協議会   

本所 北秋田市花園町１６－１ ６３－２１０９ 

あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野５－１ ７８－３１６６ 

あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町４１－１ ８２－３３７４ 

手続き等について ・市役所高齢福祉課又は各総合窓口センター市民生活係に申請が必要

です。 
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 (5) あんしん電話（緊急通報システム） 

 

 おおむね６５歳以上のひとり暮らし及び高齢者のみの世帯、もしくは障

がい者手帳の１級か２級の交付を受けている者等の世帯に、緊急通報装置

をお貸しします。（貸付は無料です。） 

  

＊ あんしん電話は、市がＮＴＴから借り受けているものです。取扱い（破損・

紛失）に十分注意し、必要がなくなった場合には速やかに返却願います。 
 

＊ 光回線、ＩＳＤＮ回線には対応しておりません。 

 

 

 

 

 

                  

  

 

 

 

 

 

 

      

   

◎施設に入所したり、引っ越しなどで、不用になる場合は、各地

区の社会福祉協議会へ連絡してください。 

委託事業者 住 所 電話番号 

北秋田市社会福祉協議会   

本所 北秋田市花園町１６－１ ６３－２１０９ 

あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野５－１ ７８－３１６６ 

あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町４１－１ ８２－３３７４ 

手続き等について・市役所高齢福祉課又は各総合窓口センター市民生活係に申請が必

要です。 

         ・「あんしん電話登録調査票」を提出していただきます。 

         ・緊急通報協力員（鍵の管理者・親戚・近所の方等）が必要です。

（ご自宅の鍵の管理者として、緊急時にいつでも対応可能な方の情報の登  

録が必須です。） 

です。） 
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(6) 家族介護慰労金支給 

 

 要介護４又は５の認定を受けている在宅の方、要介護３で認知症高齢者

の日常生活自立度がⅢa 以上の方、または同等の状態にあると認められる

方を月の１５日以上在宅で介護している同居家族を対象に慰労金を支給

します。要件として、介護サービス（ただし①訪問入浴②訪問リハビリ③療養管

理指導④訪問看護⑤福祉用具貸与⑥福祉用具購入⑦住宅改修のサービスを除く）や、障

がい者の自立支援給付を受けていない月が支給対象です。 

 

対象月の日数 支給額 

１ヶ月１５日以上の在宅介護 
１ヶ月当り ３，０００円 

支払月：４月・７月・10 月・1 月の月末 

 

 

 

 

 

（7）家族介護用品支給 （おむつ等の支給） 

  要介護認定が要介護４又は５に認定されている在宅の６５歳以上の

高齢者で、市民税非課税世帯に属し、かつ、介護保険料の滞納のない方

が対象です。 

本人又は介護しているご家族に介護用品として紙おむつ等を支給し

ます。１年間で７５，０００円（年度途中の場合は月割計算）が限度額

です。 

 

 

 

 

 

委託事業者 住 所 電話番号 

北秋田市社会福祉協議会   

本所 北秋田市花園町１６－１ ６３－２１０９ 

あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野５－１ ７８－３１６６ 

あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町４１－１ ８２－３３７４ 

手続き等について ・市役所高齢福祉課又は各総合窓口センター市民生活係に申請が 

必要です。 

 

 

 

 

手続き等について 

・市役所高齢福祉課又は各総合窓口センター市民生活係に申請が必要です。 

  ・「家族介護用品支給申請に伴う添付票」を、提出していただきます。 
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 (8) 福祉の雪事業 

 

市民税非課税世帯が対象となります。 

６５歳以上のひとり暮らし高齢者世帯、高齢者のみの世帯、身体障害者

手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けてい

る者等の世帯で、雪よせが自力では困難な世帯等に、除雪費用の助成を行

います。 

市が定める期日までに、事前に利用者登録が必要です。 

 

① 間口除雪（居住家屋の出入口の除雪） 

○事前に登録業者、北秋田地域シルバー人材センター等から担当者を決めて、ご自

宅に派遣します。 

② 雪下ろし及び除排雪 

○登録業者以外の利用は支給の対象となりません。 

 

※ ①と②の作業額の８割の額を市が支給します。(扶助限度額４万円) 

作業額が５万円を超えたら、超えた分は全額利用者の負担になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託事業者 住 所 電話番号 

北秋田市社会福祉協議会   

本所 北秋田市花園町１６－１ ６３－２１０９ 

あいかわ・もりよし地域福祉センター 北秋田市新田目字大野５－１ ７８－３１６６ 

あに地域福祉センター 北秋田市阿仁銀山字下新町４１－１ ８２－３３７４ 

手続き等について ・市役所高齢福祉課又は各総合窓口センター市民生活係に申請が 

必要です。 
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(9) 北秋田市高齢者世帯等エアコン設置支援事業 

市内に居住し、かつ、住所を有する６５歳以上のひとり暮らし高齢者世帯、

高齢者のみの世帯、高齢者と障がい者の世帯（身体障害者手帳、療育手帳又は

精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者）で自宅にエアコン

のない世帯又は故障により使用できるエアコンがない世帯で、かつ、市民税非

課税世帯の方にエアコンの購入及び設置にかかった費用を補助します。 

 

対象となるエアコン 補助額 

北秋田市内の販売店より購入した、天井

や壁、窓枠等に設置・使用する、室温冷却

機能を有する新品のエアコン。 

※中古品や床において使用する物は対象

外です。 

１世帯 1 台限り 50，000 円 

※ただし、かかった費用が 50,000 円に満

たない場合は、かかった費用分を補助しま

す。 

 

※申込期限は令和７年 9 月 30 日までです。 

 ※事前に申請せずに購入、設置した場合や、故障して使用できないエアコンの撤

去や処分費用は補助対象外です。 

                      

       

    

 

(10) 北秋田市高齢者補聴器購入支援事業 

 

市内に住所を有する市民税が非課税の 65 歳以上の方で、身体障害者手帳の

交付の対象とならない中等度難聴者に対し補聴器の購入にかかった費用を補助

します。 

※補助金額の上限は 50,000 円です。ただし、購入にかかった費用が 50,000

円に満たない場合は、かかった費用分を補助します。 

※事前に申請せずに購入したものについては補助対象外です。 

 

 

 

手続き等について ・市役所高齢福祉課又は各総合窓口センター市民生活係に申請

が必要です。 

  

 

 

 

 

 

手続き等について ・市役所高齢福祉課又は各総合窓口センター市民生活係に申請が 

必要です。申請後、事業の対象となった方は耳鼻咽喉科を受診す

る必要があります。 
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 (11) 施設サービスについて 

 

施設名 利用状況等 備考 

生活支援ハウス 

北秋田市森吉 

生活支援ハウス 
北秋田市米内沢字寺ノ上８５ ☎７２－５５２２ 

 

 

 

 

 

 

 

定 員：20名（個室 14 室・２人部屋 3室） 

対象者：市内に住所を有し、おおむね 60 歳以上の

在宅生活が困難又は不安がある方で、認知

症が認められず自分のことができる状態

であること。 

居室利用料：収入によります。 

光熱水費：４月～１０月：300 円／日 

  １１月～３月：350円／日 

食   事：朝 350円 昼 350 円 夕 500 円 

     （１日 1,200 円） 

入居期間：連続最長 12ヶ月間（更新可） 

そ の 他：布団や日用品の持参が必要です。 

申請書類：申請書・同意書・収入申告書・年金証書

および支払通知書の写し（非課税年金の

場合通帳の写し）・診断書 

申込み＆問合せは、 

高齢福祉課又は各総合窓口

センター市民生活係まで。 

 

 

階層区分表による 

光熱水費：月額 

約 10,850 円～ 

食  事：月額 

約 37,200 円～ 

サポートハウス 

たかのす 
北秋田市脇神字南陣場岱２０ ☎６９－９７１１ 

 定 員：20名（個室 20 室） 

対象者：上記に同じ 

居室利用料：収入によります。 

光熱水費：実費になります。 

冬期暖房加算あり：月額 2,000 円（10～4 月） 

食   事：自炊になります。 

入居期間：連続最長 12ヶ月間（更新可） 

そ の 他：布団や日用品のほか必要家電等の持参が

必要です。 

申請書類：申請書・同意書・収入申告書・年金証書

および支払通知書の写し（非課税年金の

場合通帳の写し）・診断書 

申込み＆問合せは、 

上記に同じ。 

階層区分表による 

 

 

＊食事の提供はありません 

 

＜地域交流部門＞ 

10 室 

（一人 1,500 円/日） 

※申請は直接サポートハウ

スたかのすまで。 
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軽費老人ホーム 

北秋田市軽費老人

ホーム（Ａ型）大野

台エコーハイツ 

北秋田市木戸石字才ノ神沢３５－１ ☎７８―３５６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用期間：通年利用 

定 員：５０名（単身者居室と夫婦居室） 

対象者：６０歳以上で、家庭環境・住宅事情等の

理由により家族と同居することが困難

な方で、独立して日常生活を営むことが

できる方。使用料を負担できること。 

利用料：事務費と生活費および冬期加算額の合算

額となります。 

① 事務費 収入により月額が決まります。 

② 生活費 50,210円/月 

③ 冬期加算 7,880 円/月 

（管理規定による） 

そ の 他：布団や日用品の持参が必要です。 

申請書類：利用申請書・診断書・誓約書 

所得証明書・戸籍謄本 

申込み＆問合せは、 

大野台エコーハイツまで。 

 

＊秋田県内に６ヶ月以上在

住のこと。 

 

 

＊利用料は 

月額 約 68,090円～ 

 

その他 

北秋田市合川高齢

者生活支援施設 

北秋田市木戸石字才ノ神沢３５－１ 

（エコーハイツと廊下つなぎ） 
☎７８―５００２ 

 

利用期間：通年利用 

定 員：10名・個室６室・２人室２室 

対象者： 65 歳以上の家庭環境や住宅事情等に

より在宅で適切な介護を受けることが

困難な方で、使用料を負担でき、認知症

が認められない方。 

利用料：個室１日 1,500円（2 人室 1,200円） 

食事代：１日 1,000円 

その他：布団や日用品の持参が必要です。 

申請書類：利用申請書・診断書・誓約書・所得証

明書・年金証書の写し・介護保険証・

戸籍謄本 

 

申込み＆問合せは、 

大野台エコーハイツまで。 

 

 

 

 

＊利用料は 

月額 約 77,500円～ 
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生活管理指導短期宿泊事業 

 

 

 

 

 

 

 

利用施設 

 

 

 

利用期間：原則１ヶ月７日以内  

対象者：おおむね６０歳以上の要介護認定非該当

者の方で、社会適応が困難なため生活習

慣等の支援を要する方、宿泊させ生活習

慣の指導及び体調管理を行います。 

利用料：７日まで      2,000円/日 

８日～30 日    3,000 円/日 

30 日を越えた場合 4,000 円/日 

申請書類：申請書・診断書 

 

＊ケアタウンたかのす  

脇神字南陣場岱１０ 

＊特別養護老人ホーム永楽苑 

上杉字金沢１６２－１ 

＊北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑 

阿仁幸屋渡字前野７－３ 

申込み＆問合せは、 

高齢福祉課又は各総合窓

口センター市民生活係ま

で。 

 

 

 

 

 

 

 

☎６０－１２０３ 

 

☎７８－５１５１ 

 

☎８４－２４４４ 

 

養護老人ホーム 

北秋田市阿仁養護 

老人ホームもろび苑 
北秋田市阿仁幸屋渡字前野７－３ ☎８４－２４４４ 

老人福祉法第２０

条の４に定義され

た老人福祉施設 

生活保護法の流れ

をくむもの 

 

定 員：５０人  

利用料：北秋田市老人福祉法による費用の徴収に

関する規則に基づきます。 

対象者：６５歳以上（６５歳未満であっても特に

必要と認める者を含む）で環境的理由又

は経済的理由により居宅において生活

することが困難となった方で、養護する

人がいない方。 

その他：布団や日用品の持参が必要です。 

申請書類：・入所申出書 

・収入申告書(年金の種類,年金額が確

認できるものの写し添付) 

・身元引受書 

・戸籍謄本（子ども、兄弟全員が確認

できるもの） 

申込み＆問合せは、 

高齢福祉課又は各総合窓口

センター市民生活係まで。 

 

＊介護保険法に基づく施設

サービスの利用が可能な方

は対象外です。 
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・住民票謄本 

・資産証明書、所得証明書（本人およ 

び扶養義務者の分） 

・身体状況調査票 

・診断書（入所時に提出していただき

ますので申請時は必要ありません） 

 

 

（12）その他  

① 北秋田市敬老事業 

市内に住む８８歳（米寿）の方へお祝品を贈呈します。          

                       

② 北秋田市百歳祝金贈呈 

１０年以上本市に在住し、満１００歳に達した方に、お祝金とお祝い状

(額入れ)を贈呈します。 

 

③ 高齢者住宅整備資金貸付事業 

北秋田市内に居住し、６０歳以上の親族である高齢者と同居する方で、 

高齢者の専用居室等を増改築又は改造することを必要とし、自力で整備を

行うことが困難な方に、１人１５０万円まで貸付します。連帯保証人２人

が必要です。 

※１年据え置きの９年払いです。(年賦償還 毎年６月３０日が償還日) 

 

④ 救急医療情報キットの配布 

ひとり暮らしの高齢者世帯や高齢者のみの世帯の方、障がいをお持ちの 

方、健康に不安を抱えている方に、救急及び緊急時に迅速に支援が行える

よう、緊急連絡先やかかりつけ医などの情報を専用の容器に入れ、自宅の

冷蔵庫に保管することで、万一の場合に備えるための救急医療情報キット

を無料で配布します。 
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【介護保険制度での高齢者福祉サービス】 

（1）徘徊高齢者等見守りシール（おでかけ安心シール） 

   

認知症等により徘徊行動がみられる高齢者等を、早期に安全に保護す

るための仕組みを活用し、介護するご家族の精神的負担の軽減と徘徊高

齢者の在宅生活の継続を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談先 対象地区 住所・電話番号 

高齢福祉課高齢福祉係  
花園町 1９-１ 

６２－６６３９ 

北秋田市 

北部地域包括支援センター 
鷹巣地区全域 

花園町 16-１ 

６７－８０２０ 

北秋田市 

中部地域包括支援センター 
合川地区全域、米内沢、本城、浦田 

新田目字大野 5-1 

６７－６８０７ 

北秋田市 

南部地域包括支援センター 

森吉、根森田、小又、阿仁前田、五味

堀、桂瀬、阿仁地区全域 

阿仁銀山字下新町 41-1 

８２－３２６２ 

手続き等について 

・市役所高齢福祉課又は各地域包括支援センターに申請が必要です。 

  ・利用には要件があります。一度ご相談ください。ご家族のメールアドレス等、 

   事前に届出が必要です。 

  ・対象者には衣類等に貼付するラベルシールを交付します（初回に限り無償交付）。 
 

 

 

 

 

 

 

※個人情報は表示されません 

※左の二次元コードを読み取り
ますと、動画をご覧いただけ
ます（約４０秒） 


